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令和７年第３回大竹市教育委員会

１ 開催日時 令和７年３月２７日（金）９時３０分開始

２ 会 場 大竹市役所３階大会議室

３ 出席及び欠席委員 教育長 小 西 啓 二 出席

１ 番 池 田 良 枝 出席

２ 番 中 田 美 穂 出席

３ 番 小 城 和 之 出席

４ 番 市 川 洋 出席

４ 出席職員 総務学事課長 大 井 一 徳

総務学事課 重 安 千 陽

横 峰 路 子

丸 茂 宣 潔

岡 村 篤 子

椹 野 直 也

生涯学習課長 川 村 恭 彦

生涯学習課 新 畑 房 恵

武 田 宣 裕

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【開会時刻 ９時３０分】

小西教育長 定足数に達していますので、これより令和７年第３回大竹市教育委員会会議

を開会します。

はじめに、議事録署名委員を指名します。議事録署名委員は、大竹市教育委

員会会議規則第１５条第２項の規定により、小城委員を指名します。

次に、会議の議事日程について確認します。お配りしているとおり予定して

いますが、日程第７で予定している議案第１５号、日程第９で予定している報告

第５号は、個人的な内容が含まれる案件であるため、審議は非公開が適当ではな

いかと考え、発議します。

その他にご意見はありませんか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 それでは、本件を採決します。議案第１５号、報告第５号の審議を「公開し

ない」とすることに異議ございませんか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、議案第１５号、報告第５号は「非公開」と決定

しました。なお、都合上、審議の順番を変更します。日程第８を日程第７に、日

程第１０、第１１を日程第８、第９に、日程第７を日程第１０に、日程第９を日

程第１１とします。

これより本日の日程に入ります。日程第１「会期の決定について」を議題とし

ます。会期は、３月２７日一日限りとします。これに異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。
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小西教育長 異議なしと認めます。よって会期は本日一日間と決定しました。

議案第１０号 職員の人事異動について

小西教育長 日程第２「議案第１０号 職員の人事異動について」を議題とします。事務局

から説明を求めます。

事 務 局 令和７年４月１日付けで発令する教育委員会事務局職員の人事異動について

課ごとに説明します。まず教育委員会事務局に、柿本剛総務部総務課長併任選挙

管理委員会事務局長が、教育次長として転入します。総務学事課では、重安千陽

副参事兼給食センター長が副参事兼教育指導係長に、市民生活部市民税務課の浅

井田展彦課長補佐が給食センター長として転入します。横峰路子課長補佐兼教育

指導係長が市民生活部税務課課長補佐として転出します。大庭史善主任主事が健

康福祉部福祉課副主任に昇格し転出します。総務部総務課付けで広島県派遣の坂

栄研吾副主任と、総務部産業振興課の須藤颯太主任主事が転入します。続いて、

生涯学習課では、新畑房恵主幹兼社会教育係長が総務部企画財政課主幹兼広報広

聴係長として転出し、総務部企画財政課の松岡文明課長補佐が課長補佐兼社会教

育係長として転入します。作永慎治主査が総務部産業振興課農林水産振興係長併

任農業委員会事務局主査に昇格し転出します。総務学事課の岡村篤子主査が生涯

学習課主査として転入し、島津宏祐副主任が建設部監理課副主任として転出しま

す。市民生活部市民税務課の菊本紘生副主任が転入し、若林空澄主事が新たに採

用となります。

小西教育長 それでは質疑に入ります。質疑はありません」か。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 質疑を終結します。本件を採決します。本件は原案のとおり可決することに

異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議案第１１号 大竹市給食センター運営委員会委員の委嘱について

小西教育長 日程第３「議案第１１号 大竹市給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て」を議題とします。事務局から説明を求めます。

事 務 局 大竹市給食センター設置条例第４条第３項の規定にに基づく大竹市給食セン

ター運営委員会委員について、令和７年３月３１日の任期満了に伴い、新たに委

嘱しようとするものです。大竹市給食センター運営委員会について、大竹市給食

センター設置条例第４条第２項において、給食センターの運営に関する重要な事

項について審議するとともに、当該審議に必要な調査および研究を行うと規定し

ており、大竹市給食センター設置条例施行規則第７条に、運営委員会の所掌事務

があげられており、３つあります。１点目が学校給食費の額に関すること、２点

目が学校給食に必要な食材を納入する業者の選定に関すること、３点目が学校給

食の普及および食育の推進に関することについて審議すると規定しており、年２

回会議を開催してご審議いただいているところです。この度大竹市給食センター

運営委員会に委嘱しようとする方々は、大竹市給食センター設置条例施行規則第
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８条第１項に規定する委員のうち、（１）教育長、（２）給食対象校の校長、（４）

大竹市学校保健会会長、（５）条例第４条第３項の要件に該当するものとして、

教育委員会が認めるものの９名の方々で、８名が再任、１名が新任です。なお同

規則第８条第１項に規定する委員の（３）給食代表校の保護者代表については、

令和８年６月３０日まで任期がありますので、この度の委嘱には該当していませ

ん。また、この度委嘱する委員の任期については、同規則第８条第２項の規定に

より、令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの２年とします。

小西教育長 それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 質疑を終結します。本件を採決します。本件は原案のとおり可決することに

異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議案第１２号 大竹市視聴覚ライブラリー条例施行規則の廃止について

小西教育長 日程第４「議案第１２号 大竹市視聴覚ライブラリー条例施行規則の廃止に

ついて」を議題とします。事務局から説明を求めます。

事 務 局 大竹市視聴覚ライブラリーの廃止に伴い、規則も併せて廃止するものです。

小西教育長 こちらのライブラリーについては、前回も説明があったものです。質疑はあ

りませんか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 質疑を終結します。本件を採決します。本件は原案のとおり可決することに

異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議案第１３号 大竹市教育委員会事務局事務分掌規則等の一部改正について

小西教育長 日程第５「議案第１３号 大竹市教育委員会事務局事務分掌規則等の一部改

正について」を議題とします。事務局から説明を求めます。

事 務 局 部長職として教育次長の職位が新設されることに伴い、関係規則の改正を行

うものです。改正する規則は、大竹市教育委員会事務局事務分掌規則、大竹市教

育長に対する事務委任規則、大竹市教育委員会職名規則の３つの規則です。改正

の内容はいずれも、職名を規定している条文に教育次長の職名を追加するもので

す。施行日は令和７年４月１日からとしています。

小西教育長 新たに教育次長を置くものです。質疑はありませんか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 質疑を終結します。本件を採決します。本件は原案のとおり可決することに

異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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議案第１４号 大竹市教育委員会職務権限規程及び大竹市教育委員会文書取扱規程の一部改

正について

小西教育長 日程第６「議案第１４号 大竹市教育委員会職務権限規程及び大竹市教育委

員会文書取扱規程の一部改正について」を議題とします。事務局から説明を求め

ます。

事 務 局 議案第１３号と同じく、部長職として教育次長の職位が新設されることに伴

い、関係訓令の改正を行うものです。まず、大竹市教育委員会職務権限規程の主

な改正の内容ですが、第３条の用語の意義に第１０号として次長の説明を追加し

ます。次に第５条に次長の基本的な職務権限、第１６条に次長に関する代決の規

定、第２１条に次長の専決事項の規定、別表に教育次長の決裁区分をそれぞれ追

加するもので、これらの次長に関する規定を追加したことに伴い、条ずれが生じ

ていますので、それらの改正を行うものです。次に、大竹市教育委員会文書取扱

規程の改正の内容ですが、別記様式第４号の起案用紙と別記様式第５号の記録票

の決裁欄に、次長を追加した様式に改正するものです。施行日はいずれも令和７

年４月１日からとしています。

小西教育長 議案第１４号についても、教育次長の配置に伴う改正です。質疑はありませ

んか。

池 田 委 員 次長という部長級の役がつくということで、専決事項はどこかに書いてある

のでしょうか。教育長までいかなくても、次長の段階で決裁ができるものがある

のでしょうか。

事 務 局 １３ページの第３０条に、この規定に定めるもののほか、財務その他市長の

権限に属する事務と共通する事項については、大竹市職務権限規程というものが

ありますので、それを副市長とあるのを教育長、部長とあるのを教育次長と読み

替えて、決裁事項を定めています。また、別表の第２０条、２１条関係の教育委

員会事務局の事務について次長のラインで決裁するものを規定しています。教育

長は特別職であり、その下に部長というものが他の市町でもありますので、今回

新たに大竹市でも設置するものとなります。

小西教育長 その他どうでしょうか。

小 城 委 員 そもそもこの次長を置くに当たっての経緯について、新たにこういった役職

が必要になった理由が提案理由になかったので、教えていただけたらと思います。

事 務 局 新たに設置される理由としては、今後の玖波地区地域交流施設をはじめ、小

方地区のまちづくり関連事業などを推進するために、建設部に次長、教育委員会

に教育次長が配置されることになっております。

小西教育長 次長職が建設部、教育委員会に設置されました。小方まちづくり関連の推進

に向けたものです。その他どうでしょうか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 質疑を終結します。本件を採決します。本件は原案のとおり可決することに

異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

報告第４号 大竹市立小学校及び中学校の校長並びに教頭等の任免に係る内申について
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小西教育長 日程第７「報告第４号 大竹市立小学校及び中学校の校長並びに教頭等の任

免に係る内申について」を議題とします。事務局から説明を求めます。

事 務 局 広島県教育委員会に対して、大竹市立の小学校及び中学校に勤務する令和７

年４月１日付け県費負担教員の任免について内申する必要が生じたため、緊急や

むを得ず教育長において処理したため、報告をし承認を求めるものです。別紙校

長・教頭異動一覧をご覧下さい。まず校長の異動についてです。令和６年度をも

って玖波中学校の小田大介校長が役職定年となりますが、令和７年度広島県公立

学校管理監督職としての選考の結果、管理監督職名簿に校長として登載され、引

き続き玖波中学校の校長となります。大竹中学校の十亀琢磨校長が暫定再任用更

新で廿日市市立大野中学校の校長となります。大竹中学校へは海田町立海田中学

校より河北光弘校長が配換採用となります。次に教頭の異動についてです。大竹

中学校の秋本豪教頭が昇任して、廿日市市立阿品台中学校の校長となります。大

竹中学校へは、小方中学校の片平真司教頭が配置換えとなります。小方中学校に

は、玖波中学校の松岡和恵教諭が教頭として昇任します。

小西教育長 学校関係の管理職の人事異動です。質疑はありませんか。

小 城 委 員 一番下の部分について、玖波中学校から小方中学校に行った場合、玖波中学

校の教頭は異動で入ってくる方の記載はないのでしょうか。

事 務 局 玖波中学校の教頭は変わりません。玖波中学校の教諭から昇任で、小方中学

校に行きます。

小西教育長 学校の新たなスタートです。よろしくお願いします。質疑を終結します。本件

は報告事項です。報告のとおり承認することに異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。

協議・報告事項 令和７年度大竹市教育委員会 学校教育概要図（案）について

小西教育長 日程第８「令和７年度大竹市教育委員会 学校教育概要図（案）について」を

議題とします。事務局から説明を求めます。

事 務 局 まず、１番上の「教育目標」及び「めざす子供像」です。「教育目標」は、「『笑

顔・元気』かがやく大竹っ子の育成」です。学校生活が充実して笑顔で毎日が過

ごせること、心も体も元気に、そして、自己肯定感を高めながら自己の能力を発

揮できる、かがやく大竹っ子を育てていくことを目標としています。「めざす子

供像」は「自分の力で人生を生き抜くたくましい子供」です。この「教育目標」

及び「めざす子供像」の実現のために、令和７年度も「確かな学力」「豊かな心」

「健やかな体」を３つの柱として取り組みます。取組の具体を下に示しておりま

すので、説明いたします。まず、資料中心の「確かな学力」についてです。「『主

体的な学び』の実現」では、学習者である児童生徒を起点として深い学びのある

授業づくりを進めること、そして、教師が学びをファシリテートする力をつけ、

教師主導の知識伝達型の授業からの転換を継続します。「学力の向上」では、全

ての児童生徒への基礎的・基本的な学力の定着や、「個別最適な学び」と「協働

的な学び」の充実を図ります。また、ＩＣＴ機器を効果的に活用して、授業のね

らいの達成を目指していきます。続いて、資料左側の、「豊かな心」についてで

す。道徳教育の充実に向けての取組は、「確かな学力」の「主体的な学び」にも



- 6 -

つながるところですが、児童生徒が考え、議論することで、深い学びのある道徳

科の授業づくりを進めていきます。次の生徒指導については、暴力行為やいじめ

に関わり、特に、未然防止に向けた取組の充実と、また、不登校の児童生徒が増

加傾向であるため、未然防止に向けた取組に加え、不登校となってしまった児童

生徒への個々に応じた適切な支援の充実を図りたいと考えています。次に、資料

右側の「健やかな体」についてです。体力の向上については、「学校教育活動全

体で進める体力向上」と「運動習慣の定着に向けた取組」を実施します。また、

安全教育の充実については、「防災への関心をもち、災害に適切に対応する能力

の育成」と、「教科等横断的な教育内容の作成」です。食育の推進については、

食に関する正しい知識及び食を選択する力の育成や望ましい食習慣の定着を図

っていきたいと考えています。ここまでご説明しました、「確かな学力」、「豊か

な心」、「健やかな体」を支えるベースになるものが、下の欄です。今年度、玖波

小学校でコミュニティ・スクールが先行実施されましたが、来年度は市内の全て

の学校でコミュニティ・スクールがスタートします。先行実施した玖波小学校の

様子ですが、花いっぱい運動や、段ボールコンポストで生ごみから堆肥を作る取

組、ペットボトルのリサイクル運動など、地域の方との体験活動を実施しました。

地域の方々が積極的に学校へ関わって下さり、コミュニティ・スクールで学校や

児童に関われることができてうれしいとのご意見もいただき、改めて「子供たち

のために」という強い思いをもっておられることに感謝しております。資料の下

の欄に戻りますが、「児童生徒の安全を最優先した、安全安心な学校づくり」を

大前提として取り組んでいきます。図の左下、施策１の「小中一貫教育」につい

ては、４点を中心として、引き続き、推進してまいります。右の施策２は、令和

７年度の各重点事業等です。「市町の「学びの変革」チャレンジ加配は、「学びの

変革」の実現に向けて、教育活動への挑戦を支援することを目的にしており、大

竹市では、主体的な学びの実現に向け、学びをファシリテートする指導力の向上

を推進します。「道徳教育推進拠点地域事業」は、「特別の教科 道徳」を要とし

た各教科等を通じた道徳教育を推進し、道徳科の指導方法や評価方法などの実践

研究を行います。「小学校教科担任制推進校」は、小学校中・高学年において、

専科教員の配置や学級担任間の授業交換を行い教科担任制で授業を行います。

「生徒指導サポート実践校」は、暴力行為、いじめ、不登校等生徒指導上の諸課

題の未然防止や早期対応を図る実践を行います。不登校スペシャルサポートルー

ム推進校では、不登校の未然防止及び不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援

の強化・充実を図ります。中学校区で研究に取り組むこととしていますが、各重

点事業等での成果は、市内小中学校へも普及していきたいと考えています。

小西教育長 令和７年度取り組む内容です。質疑、ご意見をいただいて改善できるところ

は改善していきたいと思いますので、どうか忌憚のないご意見をいただけたらと

思います。

小 城 委 員 玖波小学校のコミュニティ・スクールに関わらせてもらっているのですが、

その中で大竹市の教育目標や目指す子ども像に沿って、それぞれの学校で学校の

運営方針を校長先生や先生方が作られていると思うのですが、聞いていて言葉が

難しいといいますか、「子ども達に浸透させるために」ということを考えたら、

文言の言い回しが固いような印象を受けるので、先生方も迷っているのではない

かと思っています。例えば「個別最適な学び」とは何なのか、「協働的な学び」

とは何なのか、そういったところをもっとかみ砕いて、難しい言葉を使うのでは

なく子ども達に沿った言い回しを求めているのですが、なかなか難しいですね。
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もう一つ、地域の方々が参加していますが、例えば警察の方や消防の方も入って

もらっても良いのではと思っています。地域の方々で交通安全や旗振りのおじさ

んおばさんがおられますが、そういった方々と一緒に警察の方もたまにおられま

すし、校長先生も交差点に立っておられます。子ども達に警察や消防の方々がも

っと身近になれば良いと思いますし、安全というところも含めてコミュニティ・

スクールが来年度から他の学校でも始まるということで、警察や消防の方にもア

プローチして参画どうですかというのも必要じゃないかという印象を受けまし

た。

小西教育長 確かに表現が子どもだったら多分分からないですよね。

小 城 委 員 学校でそれぞれアンケートがありますが、子ども達がアンケートを答える文

章を理解させるのが苦労だと思います。イージーな内容で表現してあげて、それ

がこういった大人の言葉につながるというところは先生方が分かっていたら良

いのですが、子ども達には子ども達のオリジナルの言い回しですとか、そういっ

たものが必要だと思います。高学年から低学年まで同じような表現だと、低学年

の子が理解に苦しむところがありますので、学年に応じてとかそういった配慮が

必要だと思います。

小西教育長 ありがとうございます。その他どうでしょう。

市 川 委 員 ３本の柱があり、下にそれぞれの取組・実践が掲げてあるのですが、９個の項

目、例えば「道徳教育の充実」について、その具体的な取組や、これを受けて例

えば達成率がどれぐらいであるとか、定着率が何％であるかという、そこまで踏

み込んだ取組になっているのでしょうか。

事 務 局 取組を検証することは大変重要だと考えています。やっているところで言え

ば、例年やっている全国学力学習状況調査の数字ですとか、体力の向上であれば

体力テストの数字などで表せるものと、子ども達の様子を見て，数字では表せな

いのですが、大事なものはたくさんありますので、その辺りをくみ取って必ず評

価をして、次の改善に生かしていくという流れは行っています。不十分な点もあ

りますので、ご意見を参考にしてよりＰＤＣＡのサイクルがうまく回るようにし

ていきたいと考えております。

小西教育長 学校評価では子ども達から聞いたりもしますので、しっかりとこちらも分析

して常に改善を図っていかなければならないと思っています。その他どうでしょ

うか。

池 田 委 員 一番下の施策２について、中学校区で取り組むとのことですが、この中で実

際に増員されるものと、増員がどのように配置されるかを教えてください。

事 務 局 道徳教育に関連して小方小学校に１名の加配があります。小学校の教科担任

制については、小方小学校に中学年・高学年で２名、大竹小学校に高学年の教科

担任制で１名、生徒指導サポート実践校については小方小学校、大竹小学校、大

竹中学校にそれぞれ１名ずつの加配があります。不登校スペシャルサポートルー

ム推進校で小方中学校に１名教員が配置されます。

池 田 委 員 玖波には加配がないのでしょうか。

事 務 局 少人数ということで要望はしているのですが、結果加配はつかなかったです。

中 田 委 員 今の質問に関わってですが、加配の要望はこの人数よりも実際には多く出し

ているが叶わない部分もあると理解して良いでしょうか。

事 務 局 各校長もなるべく人をということで、今決定した人数以上の要望を出してい

ます。先ほどお話ししたとおり、令和７年度はこのような結果となりました。

小西教育長 その他どうでしょうか。
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中 田 委 員 体力の向上の部分で、体育・部活を含む教育活動全体で進める体力向上とあ

るのですが、先日小学校の親御さんから「大竹市の部活は今後どうなっていくの

か。他の地域では、クラブチームの導入などがちょっとずつ進んでいると聞いた。」

といった声を聞きまして、今現状大竹市の部活はどうなっているのか、今後どう

なっていくのか、具体的な動きがあれば教えてください。

事 務 局 全国的な地域移行の流れは、大竹市も同じように考えています。ただ、どの地

域も現実が非常に困難で、大竹市においても誰が指導者として加わってくれるの

かという点で、大変悩みながら考えているところです。大竹市では外部指導者と

して今年度も１０名が入ってくださっているので、外部指導者の力も借りながら、

将来的には教職員の負担軽減もそうですし、何よりも児童生徒のためにより良い

部活になればと、各校長と対話をしながら模索をしている途中です。

池 田 委 員 これからの部活として、今の流れとしては外部の人に部活に関わって入っても

らう流れなのでしょうか。それとも、将来的には社会体育に移行して、子ども達

もすごく少なくなっているので、自校ではなかなか一つの部活が成立しないこと

が増えてくると思います。そうすると、外部指導者も今はそれで維持可能ですが、

将来的にはもう、社会体育の方へ子ども達が行く形を見据えておかないといけな

いと思います。そうしないと、学校選択制もすごく良いと思いますが、部活で選

択するような形になっているところも若干聞かれるので、それは悲しいと思いま

すし、それが社会体育の形になれば、部活にかかわらず地元の学校の行けるとこ

ろに行く子どもも増えるので、その辺りは今検討課題なのか見据えておられるの

か教えてください。

小西教育長 最終的なゴールは国が示す形だと思います。まだまだそこまでは難しいこと

だと考えております。地域移行としては実施可能な協議から推進していくことに

なります。受け皿、人材が確保できないことも課題としてあります。その間は教

職員が指導していきますが、、働き方改革からいうと逆になってしまいます。最

終的にはそのような形になれば良いと思います。

池 田 委 員 部活で中学生が学校の部活に入らないで外部のシニアクラブなどに入る傾向

があるのでしょうか。それほどでもないのでしょうか。

小西教育長 あります。野球に限って言えば、中学校の部活で野球部として活動している

ところは、大竹・廿日市では少ないでしょう。県内を見ても、市にある社会体育

の団体が多いですね。

事 務 局 サッカーにおいても、中学校の部活で頑張る生徒もいますし、その子の希望

によって地域の部活以外のサッカークラブで頑張っている子もいますし、年によ

って多かったり少なかったりの傾向はありますが、大事なのは子どもが主人公で

すので、どこで自分の力を発揮したいかの希望を尊重して、学校の方も必ず中学

校の部活に入りなさいといった指導は今していない状況です。子どもが主役とし

てやっています。

池 田 委 員 ますます部活が成立しにくくなっていくと思いますし、どちらかにシフトして

いく時期に来ている気がします。

小西教育長 例えば中体連の大会も、これまで春と秋で実施していたのが、大竹・廿日市で

中体連の大会をやること自体が難しくなってきていると思います。全国的な流れ

としては、全国大会をなくしていく動きになっています。春の大会が全国大会に

繋がるのですが、協議によっては全国大会は開催しないということになりつつあ

ります。子ども達の中には一生懸命やりたい子もいるでしょうし、その辺りを大

切にしなければならないと思っています。地域移行については改題解決に向けて、
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準備をする必要があるとは思います。

中 田 委 員 いずれそういった形に移行していくのを、話を聞いた方はどうなっていくの

か不安を抱えていらっしゃったので、そういった説明を新しく中学校に上がる子

ども達に、今後はそういう可能性があることの説明をしていただけたらと思いま

す。

小西教育長 その辺りについてしっかり発信する必要があると思います。その他どうでし

ょうか。

市 川 委 員 先ほどの教育長の話の中で全国大会へどう繋げていくかの話がありましたが、

中学校の中体連に関わった時でも、秋の中体連は暑くて、体育館の中でもバレー

ボールをしていますが、そこの健康面の対応は今考えているのでしょうか。

小西教育長 子ども達の安全面については、中体連の方もしっかりと考えて運営していま

す。例えば空調施設のあるところで大会を開催する。でないと難しいところがあ

ります。これから県内の方も、体育館の空調施設をどうしていこうかと議論にな

っています。実際計画的に動いている市町もあります。大竹市についても、考え

ていかなければならないと思っています。

市 川 委 員 全国的に考えると、広島県のスポーツ、特にレベルが下がっているそうです

が、野球についても週１は休みにしていると聞きました。それと、公立高校はそ

のような形で取り組んでいますが、私立の高校は力を入れて取り組んでいるため、

私立に子どもが流れていくのもあると自分自身は思っています。

小西教育長 以前のように１００％部活に入っていないと思います。希望の部活をやりた

い子が一生懸命やっています。そういった意欲のある生徒の想いをしっかりとサ

ポートしていきたいと思っています。その他どうでしょうか。

小 城 委 員 先ほどの部活のことに関してですが、働き方改革で何時以降に残業等で、１

ヶ月で何時間以上働いているから引っかかってしまい、それについて校長先生が

教員の方々に頑張れと言えないし、なんとか残業の認められる時間以内で頑張っ

てほしいとなっていることが今の状況だと思うのですが、結局目標を掲げていて

も、教育委員会が掲げて子どもに対して言っているのですが、実際現場の先生方

がどう思っているかという意見を聞いてみたいという思いがあります。教員の

方々が残業は良いけどそれでも教えてあげたい・見てあげたい、土曜日や日曜日

を返上してやりたいという昔かたぎな方々が今もおられるのであれば、そこに対

して費用が発生するしないは置いておいて、先生方の中で子ども達にどうアプロ

ーチしていくかを悩まれていると思います。それぞれが単独で働き方や残業で部

活、地域移行などが全然リンクしていない感じがしており、最終的には負担軽減

といった言葉で片付けられるといったところが、大人の話であって、実際は子ど

も達にとってどうかといった部分を先生方がどのように感じているかのアンケ

ートがあれば一度見てみたい、とってほしいと思いました。

小西教育長 言われたように教員の中には、「部活はしっかりやっていこう」といった考え

の教員もいます。また、逆もいます。非常に難しい問題です。部活をやりたい教

員の中には、勤務時間までは部活の指導で、それ以降は地域移行の指導員として

報酬をもらいながら行う形をとっている教職員もいます。

小 城 委 員 経済的理由で地域のシニアクラブなどに行けない子ども達も少なからずいる

と思います。そういった子ども達に対しても配慮や行政側からのサポートするよ

うにするのか、学校は先生方が授業までにしておき、部活になったら、費用的な

部分で、地域のクラブチームに補助金等で子ども達も安心して行けるようになる

状況も含めてやっていけないかと思います。物価高騰でいろいろ言われている世
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の中でどこに行ってもお金がかかります。子ども達へのサービスとして、そうい

ったところが置き去りにされないように検討していかないといけないと思いま

す。

小西教育長 その辺りはこれから考えていかなくてはならないテーマではあります。その

他どうでしょうか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 この辺りについては今後国の動き、県の動きを見ながらになりますが、文科

省も若干最初とはトーンが下がっています。前は地域移行を何年までにと言って

いたのですが、今は撤回しています。全国的に難しいようです。その辺りをしっ

かりと考えていきます。この辺りについては今後もご意見いただきたいと思って

います。

協議・報告事項 令和７年度大竹市教育委員会 生涯学習概要図（案）について

小西教育長 日程第９「令和７年度大竹市教育委員会 生涯学習概要図（案）について」を

議題とします。事務局から説明を求めます。

事 務 局 まず、生涯学習推進の方向性についてです。３点掲げています。１点目は人づ

くりです。個人の自立に向けた生涯にわたる学習機会の充実を目標としています。

２点目は絆づくりです。相互学習を通じて人と人との絆を形成しながら、協働に

よる地域づくりの意識を醸成することを目標としています。３点目は地域づくり

です。住民による主体的な地域課題の解決や、地域の活性化などに向けての継続

的な取組を目標としています。これら３点が学習の成果を協働による住民主体の

地域づくりにつなげ、学習と実践が循環することを目指しています。次に施策の

柱についてです。５本の柱を掲げています。１本目の柱は「子どもの学びと成長

を支える教育の充実」です。主要事業としては学校連携・子どもの居場所づくり

事業です。地域と学校の連携協力、放課後子ども教室、らんらんカレッジ事業、

放課後児童クラブの運営を行います。２本目の柱は「未来を担う青少年の健全な

育成」です。主要事業としては青少年育成事業です。人材育成としてジュニアリ

ーダー育成事業や中学生交歓交流事業、推進体制の充実としては市民のつどいの

ほか、青少年健全育成団体の支援に取り組みます。３本目の柱は「生きがいと創

造性を育む生涯学習・社会教育の推進」です。主要事業としては生涯学習推進事

業、図書館運営事業、社会教育施設の維持管理事業です。生涯学習推進事業とし

ては公民館講座を実施する社会教育事業、生涯学習グループの支援、文化関係団

体の支援を行います。図書館運営事業としては図書の貸出しサービス、読書推進

活動の実施、絵本の読み聞かせやお話し会の実施などです。社会教育施設の維持

管理事業としては総合市民会館、総合体育館、図書館、各公民館、自然の家やさ

か、海の家あたたなどといった社会教育施設の維持管理事業のほか、玖波地域交

流施設整備事業のなどを行います。建設工事は令和８年度中の完成を目指してい

ます。４本目の柱は「豊かな心身を育むスポーツの推進」です。主要事業として

はスポーツ推進事業です。健康づくり大会、ニュースポーツ大会、小方学園プー

ル市民開放事業、学校体育施設開放事業、スポーツ協会委託事業、瀬戸内リレー

マラソンｉｎ大竹の開催のほか、スポーツ協会や総合型地域スポーツクラブの支

援を行います。５本目の柱は「まちへの愛着と誇りを育む歴史・文化の保存・継

承の推進」です。主要事業としては文化財保護事業です。手すき和紙など本市の
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伝統文化の保存・継承、文化財等普及啓発、無形文化財伝承者育成補助事業、大

竹市手すき和紙作業所の指定管理などを行います。

小西教育長 令和７年度の生涯学習の概要図についてです。質疑またはご意見はありませ

んか。

市 川 委 員 学校教育概要図、生涯学習概要図を見比べて考えているのですが、それぞれ

の取組は今説明があったとおりだと思うのですが、これがどこで「笑顔・元気・

かがやく大竹っ子」に繋がっていくのか、こういうことを取り組んでいくために

「笑顔・元気・かがやく大竹っ子」になっていくのか、取り組んでいく具体的な

ものとして乖離している感じがしました。もう少し、こういうことを取り組んで

いったら「笑顔・元気・かがやく大竹っ子」に行くのかの説明か文章を入れてお

かないと、それぞれ取り組んでいるが、それが「笑顔・元気・かがやく大竹っ子」

になっていくのかが、もう少し説明がいるのではないかと思いました。

小西教育長 先ほどの学校概要図などでもご意見いただきましたが、より分かりやすく、

より具体的にということですね。

事 務 局 生涯学習としては、まちづくりの基本構想のキャッチフレーズ「笑顔・元気・

かがやく大竹」として、子どもに特定したものではないとご理解いただければと

思います。ただし、先ほどの１番、２番は子どもの学び、成長、未来を担う青少

年と子どもにも関わってくる事業です。子どもの成長や子どもが元気で笑顔で過

ごしてもらうことが１番、２番で優先度が高くなっています。

小西教育長 その他どうでしょうか。

池 田 委 員 １番に学校連携とあるのですが、学校教育の概要図にも体験活動の充実がある

のですが、ここと生涯学習課の１番の関わりというのは、すごくあると思います。

もう少し具体的にＰＲして書くと、２つのつながりがもっとでると思います。生

涯学習課と学校教育とで、一番ここが繋がっているので、この部分で学校との連

携がどのようにされているかを表現できないかと思っています。地域と学校との

連携協力と書いてあるのですが、これは先ほどの体験活動も繋がっていますか。

小西教育長 何か紹介できる取組がありますか。

事 務 局 学校と地域の連携協力についてですが、６年度に玖波小学校でコミュニティ・

スクールが始まり、生涯学習課では地域学校協働本部の方で関わっているところ

ですが、具体的にまだ学校とこういう事業を一緒にやりたい、こういうことを手

伝って欲しいといったものは今のところありません。これから７年度に各小学校

でコミュニティ・スクールが設立される中で、出番があると思います。今後具体

的に紹介できるようになると思っています。

小西教育長 その他どうでしょうか。

池 田 委 員 文化財保護事業についてですが、神楽にしても手すき和紙にしても毎年ここに

掲げてあるのですがＰＲが今ひとつと思っています。市としてＰＲができるのは

この教育委員会だけです。大竹市内にたくさんあった神楽がだんだんとなくなっ

て１つや２つしかないような状況の中ですごく頑張っておられるので、出演する

というポスターはよく見るのですが、「こんな伝統文化がある」とＰＲできたら

良いと思うのですが、教育委員会しかないのでしょうか。ハマチｔｏレモンのよ

うな、大きなポスターが貼られたことがあったと思います。そんなＰＲができな

いでしょうか。

事 務 局 手すき和紙も神楽も、それぞれの運営主体がいろいろと広報に取り組んでいま

す。我々もどのような形でお手伝いできるかということで、教育委員会だけでは

なく、広域都市圏の取組もありますので、そちらにも情報をしっかりと出してい
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くように働きかけたいと思っています。

小西教育長 色々な形で市の行事にも積極的に参加していただき、広報活動をやっていらっ

しゃいます。その辺りについて、先ほど課長が言いましたように、ご意見を含め

もっともっと取り組んでいきます。その他どうでしょうか。

委 員 一 同 なし。

小西教育長 それではないようですので、協議を終わりにしたいと思います。先ほどの学

校教育の概要、そして生涯学習の内容はこれを基に来年度取組を進めていきます。

具体的な中身についてはこれからの報告と協議になりますので、しっかりとご意

見をいただいて改善してまいりたいと思っています。続いての日程第１０、日程

第１１の２件の審議については会議の冒頭で「公開しない」ことと決定しました。

よって、これより非公開とします。なお、日程第１０議案第１５号、日程第１１

報告第５号については、個人的な内容が含まれる案件であるため、議事録の審議

の内容の部分については非公開とします。

～議案第１５号の審議についての議事録は非公開～

議案第１５号 令和７年度大竹市使用特別支援学級用教科図書の採択について

小西教育長 本件は原案のとおり可決されました。

～報告第５号の審議についての議事録は非公開～

報告第５号 大竹市通級指導教室（言語）通級審査委員会で審議した児童の通級について

小西教育長 本件は原案のとおり承認されました。

小西教育長 以上をもって、本日の日程は全て終了しました。

なお、本日の会議の議事録を作成するに当たり、各議題の審議内容につい

て、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を会議の議長

に委任されたいと思います。異議ありませんか。

委 員 一 同 異議なし。

小西教育長 異議なしと認めます。よって、字句、数字、その他の整理は、議長である教育

長で行います。

これにて、令和７年第３回大竹市教育委員会会議を閉会します。

ここで、令和７年度の教育長職務代理者について確認します。教育長職務代

理については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１３条第２項の

規定により、教育委員の中からあらかじめ教育長が指名することになっており

ます。慣例として、年度終わりの教育委員会で、次の年度の教育長職務代理者を

指名しており、令和７年度も引き続き池田良枝委員を指名させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

【閉会時刻 １０時５３分】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


